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厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 

 

新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について 

 

 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法については、「独立行政法人製品評価技

術基盤機構」（NITE)において有効性の評価が行われており、当該結果を含め、現

在の知見を経済産業省、消費者庁とともにホームページにおいて周知している

ところです。 

近時、次亜塩素酸水を空間噴霧して使用することについて問合せが多く寄せ

られているところ、今般下記のとおりとりまとめた上、別添のとおりＱ&Ａとし

てお示ししますので、内容について御了知の上、貴管内の関係機関に対して周知

くださるようお願いいたします。 

 

記 

 

 厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイルスの消毒・

除菌方法について」の「５.（補論）空間噴霧について」1の【参考情報３】にお

いて、「消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨できませ

ん。」と記載しております。 

これは、消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質を空間噴霧して使用

することは、眼や皮膚への付着や吸入による健康影響のおそれがあることから

推奨しない、という趣旨ですので、個々の製品の使用に当たっては、その安全性

情報や使用上の注意事項等を守って適切に使用してください。 

なお、同ホームページの「５.（補論）空間噴霧について」における「消毒剤

や、その他ウイルスの量を減少させる物質」に該当する製品が、健康影響のおそ

れがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使用上の注意事項等

を確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えております。 

                                                      
1 新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について（厚生労働省・経済産業省・消費者庁特
設ページ）５.（補論）空間噴霧について 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syoudoku_00001.html 



（別添） 

【次亜塩素酸水の空間噴霧について】 

問  厚生労働省・経済産業省・消費者庁特設ページ「新型コロナウイルスの消

毒・除菌方法について」の「５.（補論）空間噴霧について」の【参考情報３】

において、「消毒効果を有する濃度の次亜塩素酸水を吸い込むことは、推奨で

きません。」としているが、これは厚生労働省として、次亜塩素酸水を空間に

噴霧する事をいかなる場合でも禁止するという趣旨か。 

（答） 

世界保健機関（ＷＨＯ）は、新型コロナウイルスに対する消毒に関する見解の

中で、「室内空間で日常的に物品等の表面に対する消毒剤の（空間）噴霧や燻蒸

をすることは推奨されない」としており、このような国際的な知見に基づき、健

康影響のおそれのある消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質につい

て、人の眼や皮膚に付着したり、吸い込むおそれのある場所での空間噴霧をおす

すめしない、という趣旨を示すものです。 

 なお、個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守

って適切に使用することを妨げるものではありません。 

 ただし、「消毒剤や、その他ウイルスの量を減少させる物質」に該当する製品

が、健康影響のおそれがあるものかどうかについては、各製品の安全性情報や使

用上の注意事項等を確認いただき、消費者に御判断いただくものと考えており

ます。 


